
【
第
一
部
よ
り
続
き
】

◆
首
都
高
速
大
宮
線
帰
路
料
金･

各
種

資
格
取
得
費
用
全
額
会
社
負
担
へ

秋
の
労
使
協
議
会
に
て
、
長
年
要
求

し
続
け
た
『
首
都
高
速
大
宮
線
』
の
帰

路
会
社
負
担
に
つ
い
て
、
他
線
と
同
様

に
営
業
区
域
内
の
『
板
橋
本
町
』
ま
で

会
社
負
担
を
す
る
と
の
回
答
を
得
ま

し
た
。
ま
た
、
２
級
ヘ
ル
パ
ー･

東
京
シ

テ
ィ
ガ
イ
ド
検
定･

秘
書
検
定･

英
検

２
級
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
、
Ｍ
Ｆ
Ａ
講
習
に

つ
い
て
も
資
格
取
得
費
用
を
全
額
会

社
負
担
と
す
る
と
の
回
答
を
得
ま
し

た
。

◆
二
〇
一
三
春
闘
の
報
告

春
闘
で
は
五
回
の
団
体
交
渉
と
二

回
の
二
役
交
渉
を
行
い
『
労
働
者
負

担･

未
収
金
手
数
料
５
％
』
の
撤
廃
が

３
年
間
積
み
立
て
を
し
ま
し
た
が
、

現
在
は
中
止
し
て
い
ま
す
。
今
期
は

執
行
部
が
５
名
体
制
の
た
め
、
節
約

し
て
１
５
３
万
円
の
単
年
度
の
黒

字
に
な
り
、
繰
越
金
が
４
７
０
万
円

で
す
。
次
期
は
組
合
役
員
が
２
名
増

員
し
ま
す
の
で
当
然
活
動
費
も
増

え
ま
す
。
更
に
消
費
税
の
増
税
に
よ

り
、
予
算
が
超
過
し
て
し
ま
う
事
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
状
況
に
よ
っ
て
、

来
年
度
以
降
は
、
闘
争
資
金
を
一
般

会
計
の
方
に
繰
り
入
れ
さ
せ
て
頂

く
事
も
考
え
て
い
ま
す
。

以
上
の
質
疑
応
答
の
後
、
二
０
一

二
年
度
会
計
予
算
案
、
特
別
会
計
予

算
案
に
つ
い
て
、
拍
手
を
持
っ
て
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

第
一
号
議
案

二
〇
一
四
年
度
運
動
方
針
案

福
島
書
記
長
が
「
二
〇
一
四
年
度

運
動
方
針
（
案
）
」
を
提
案
し
、
東

洋
交
通
労
働
組
合
は
「
タ
ク
シ
ー
関

係
３
法
案
」
の
制
定
を
は
じ
め
と
す

る
政
策
要
求
の
実
現
の
た
め
に
、
東

京
ハ
イ
タ
ク
労
連
の
一
員
と
し
て

全
力
を
尽
く
す
事
を
説
明
し
、
来
春

闘
で
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
情
勢

の
中
、
賃
金
改
善
要
求
で
足
切
り
の

減
額
、
残
業
時
の
能
率
給
腰
高
の
一

時
間
あ
た
り
加
算
金
額
変
更
等
を

要
求
し
、
ま
た
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
四
輪

装
着
、
首
都
高
速
帰
路
料
金
全
額
会

社
負
担
要
求
等
を
行
い
、
皆
の
賃

要
の
春
闘
と
位
置
づ
け
、
強
固
に
交

渉
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。
第
五
回

団
体
交
渉
に
て
日
本
交
通
の
林
専
務

が
出
席
し
『
今
年
度
中
に
未
収
金
手

数
料
５
％
撤
廃
を
目
指
す
』『
解
決
一

時
金
と
し
て
４
４
７
万
円
を
東
洋
労

組
に
支
払
う
』
と
い
う
回
答
が
出
さ

れ
『
労
働
組
合
に
対
す
る
解
決
金
』

『
労
働
者
負
担
の
撤
廃
に
向
け
た
前

向
き
な
姿
勢
』
を
評
価
し
、
不
満
は
残

り
ま
す
が
妥
結･

調
印
に
至
り
ま
し

た
。
今
後
も
労
働
者
負
担
の
撤
廃
、
労

働
条
件
改
善
に
向
け
力
強
く
運
動･

要
求
し
て
い
き
ま
す
。

■
二
０
一
三
年
度
決
算
報
告･

会
計

監
査
報
告

続
い
て
菊
池
執
行
委
員
長
代
行
よ

り
「
二
〇
一
三
年
度
決
算
報
告
」
が
行

な
わ
れ
「
会
計
監
査
報
告
」
を
斉
藤
和

志
氏
が
行
な
い
ま
し
た
。

活
動
報
告･

決
算
報
告
に
対
し
て

次
の
様
な
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

●
闘
争
資
金
の
組
合
積
立
金
百
八
十

万
円
が
定
期
預
金
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
ま
ま
闘
争
資
金
と
し
て
定

期
預
金
に
し
て
お
く
の
で
し
ょ
う

か
？
一
般
会
計
に
す
る
の
で
し
ょ
う

か
？

（
執
行
部
）
毎
月
５
万
円
、
年
間
に
し

て
６
０
万
円
を
『
闘
争
資
金
』
と
し
て

▲議長の鈴木氏（左）と祝辞を読み上げる高田書記（右）

▲２０１４年度予算案を

提案する菊池財政部長

金･

労
働
条
件
改
善
に
向
け
、
今
ま
で

以
上
に
強
固
に
取
り
組
む
事
を
述
べ
、

そ
の
後
、
各
専
門
部
に
沿
っ
て
、
運
動

方
針
案
の
説
明
を
行
な
い
ま
し
た
。

第
二
号
議
案

二
〇
一
四
年
度
予
算
案

菊
池
財
政
部
長
が
二
０
一
四
年
度
、

一
般
会
計
予
算
案
、
特
別
会
計
予
算
案

に
つ
い
て
内
容
を
説
明
し
ま
し
た
。

第
一
号
議
案
及
び
第
二
号
議
案
は
、

特
に
質
問
も
な
く
拍
手
で
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

第
三
号
議
案

『
未
収
金
手
数
料
５
％
撤
廃
』
と
『
賃

金
改
定
』
に
つ
い
て

菊
池
執
行
委
員
長
代
行
が
『
未
収
金

手
数
料
５
％
撤
廃
及
び
賃
金
改
定
』
に

つ
い
て
、
左
記
の
内
容
を
提
案
し
ま
し

た
。
賃
金
検
討
委
員
会
に
て
労
使
で
検

討
し
て
き
た
内
容
及
び
基
本
的
な
考

え
方
を
説
明
し
、
参
加
組
合
員
に
配
布

し
た
賃
金
比
較
表
に
沿
っ
て
順
次
説

明
を
行
い
ま
し
た
。

▲会計監査報告･斉藤会計監査

全ての議案について承認！

「賃金改定･未収金手数料５％撤廃」へ！

▲活動報告を行なう福島書記長

第三十九回

東洋交通労働組合定期大会
第２部

裏
面
へ
続
く

▲議案に対して

質問する組合員


